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戦
時
期
大
阪
へ
の
中
国
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強
制
連
行
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調
査
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課
題
|
|

杉

原

達

中
国
人
強
制
連
行
問
題
に
対
す
る
戦
後
大
阪
で
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、

一
九
五
五
年
四
月
、
大
阪
各
界
の
広
範
な
人
士
の
参
加
に

「
在
阪
殉
難
中
国
人
慰
霊
祭
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

九

よ
っ
て
四
天
王
寺
で
開
催
さ
れ
た
「
中
国
人
倖
虜
殉
難
者
慰
霊
祭
」

五
0
1六
0
年
代
に
各
地
で
み
ら
れ
た
中
国
人
殉
難
者
の
遺
骨
送
還
運
動
の
一
環
と
し
て
の
活
動
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
こ
の

問
題
が
大
阪
近
現
代
史
の
中
で
改
め
て
省
み
ら
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
近
年
に
至
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
中
国
人
強
制
連
行
問
題
の
最
先
端
に
位
置
し
て
き
た
秋
田
県
花
岡
事
件
の
解
明
は
、

一
九
八

0
年
代
末
か
ら
九

0
年
代
前
半
に
か
け

て
新
た
な
段
階
の
到
来
を
示
す
ほ
ど
に
進
ん
だ
。
す
な
わ
ち
花
岡
受
難
者
聯
誼
会
の
結
成
(
北
京
、
八
九
年
一
二
月
)
と
そ
の
拡
大
、

河
北
大
学
に
よ
る
大
規
模
な
調
査
の
進
行
、

B
C
級
戦
犯
裁
判
資
料
を
含
む
G
H
Q文
書
等
の
調
査
分
析
、
日
本
政
府
に
よ
る
『
外
務

省
報
告
書
』
の
現
存
の
認
知
(
九
四
年
六
月
)
、
そ
し
て
生
存
者
・
遺
族
に
よ
る
対
鹿
島
建
設
交
渉
と
東
京
地
裁
へ
の
提
訴
(
九
五
年

1 

六
月
)
等
々
の
一
連
の
流
れ
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
動
向
に
規
定
さ
れ
る
形
で
、
大
阪
へ
の
連
行
に
つ
い
て
も
、
四

O
年

近
い
空
白
を
突
破
し
て
、
生
存
者
の
証
言
や
新
資
料
の
発
掘
が
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
国
人
強
制
連
行
の
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全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
花
岡
を
頂
点
と
し
つ
つ
も
、
産
業
別
で
は
土
木
建
築
だ
け
で
な
く
、

ま
た
地
域
的
に
も
全

国
津
々
浦
々
の
事
業
場
に
即
し
て
の
多
様
な
調
査
研
究
が
求
め
ら
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
。
今
や
高
齢
と
な
っ
た
受
難
者
お
よ
び

そ
の
家
族
の
尊
厳
を
復
権
し
、
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
、
謝
罪
と
賠
償
を
求
め
る
運
動
こ
そ
が
、
新
た
な
段
階
に
お
け
る
調
査
研
究
の
進

展
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
の
大
阪
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
に
関
す
る
調
査
研
究
の
現
段
階
を
整
理
し
、
今
後
の
諸
課
題
を
提
起

す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
-
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

I 

調
査
研
究
の
現
段
階

ま
ず
戦
時
期
大
阪
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
に
関
す
る
一
次
資
料
の
状
況
を
概
括
し
て
お
こ
う
。

中
国
人
強
制
連
行
は
日
本
各
地
の
少
な
く
と
も
一
三
五
の
事
業
場
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
容
を
解
明
す
る
た
め
に

は
、
な
に
よ
り
も
外
務
省
の
手
に
か
か
る
『
華
人
労
務
者
就
労
事
情
調
査
報
告
書
』

(
一
九
四
六
年
、
以
下
『
外
務
省
報
告
書
』
と

略
)
の
全
面
的
か
つ
批
判
的
な
解
読
が
重
要
で
あ
る
。
個
別
事
業
場
の
状
況
を
知
る
う
え
で
は
、
全
国
の
各
事
業
場
が
そ
れ
ぞ
れ
外
務

省
に
提
出
し
た
『
華
人
労
務
者
就
労
顛
末
報
告
』

(
以
下
『
事
業
場
報
告
』
と
略
)
お
よ
び
外
務
省
の
委
託
を
受
け
た
調
査
員
が
各
事

(
以
下
「
覚
書
」
と
略
)
が
実
質
的
な
基
礎
資
料
と
な
る
。
と
い
う
の
も
『
外

務
省
報
告
書
』
は
、
両
者
を
も
と
に
し
て
整
理
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
お
山
こ
の
う
ち
大
阪
関
係
で
は
、
藤
永
田
造
船
所

業
場
へ
出
向
い
て
作
成
し
た
「
現
地
調
査
報
告
覚
書
」

(
大
阪
市
住
吉
区
)
、

日
本
港
運
業
会
大
阪
安
治
川
華
工
管
理
事
務
所
(
此
花
区
)
、
同
会
大
阪
川
口
華
工
管
理
事
務
所
(
西
区
)
、
同

会
大
阪
築
港
華
工
管
理
事
務
所
(
港
区
)
の
四
ヶ
所
に
つ
い
て
『
事
業
場
報
告
』
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
覚
書
」
の
方
で
は
、
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大阪への中国人強制崩子

事業場 供出機関 乗船地 出航日 船中 上陸日 大阪 帰還船

乗船名 乗船者数 死亡 上陸者数 死亡 出航日

藤永田造船 華北労工 塘泊 44.8.5 44.8.15 45. 11. 29 

協会 第二弓張丸 161 160 5 

港連安治川 華北労工 塘治 44.10.10 44.10.18 45.11. 7 

協会 千鳥丸 200 。200 12 

港劃1旧 華北労工 塘治 44.10.10 44.10.18 45.11. 7 

協会 千鳥丸 200 。200 11 

港連築港 福昌肇工 大連 44.4 44. 45.4.24 

第l次 ワ 191 。191 9 

港運築港 華北労工 塘治 44.10.16 44.10.22 45.11. 7 

第2次 協会 清津丸 270 269 46 

表

近
藤
辰
郎
調
査
員
の
執
筆
し
た
「
華
人
労
務
者
移
入
-
一
関
シ
調
査

メ
モ
」
の
中
に
「
大
阪
華
工
管
理
事
務
所
」
に
関
す
る
調
査
記
録

が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
『
外
務
省
報
告
書
』
に
よ
っ
て
、
戦
争
末
期
に
お
け
る

大
阪
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
別
表
に
従
え

『外務省報告書』より作成。

ば
、
大
阪
の
四
つ
の
事
業
場
に
向
け
、
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
て
、
少
な
く
と
も
一
、

O
二
二
名
が
強
制
連
行
さ
れ
、
そ
の
う

ち
八
五
名
が
、
船
中
あ
る
い
は
異
郷
の
地
・
大
阪
で
死
亡
し
た
こ

と
に
な
る
。

(
な
お
こ
れ
ら
の
被
連
行
者
の
氏
名
は
概
ね
判
明
し

て
い
る
が
、
港
運
築
港
第
一
次
の
被
連
行
者
全
員
お
よ
び
同
第

次
の
う
ち
の
一
五
名
の
名
簿
は
不
明
で
あ
る
。
〉

だ
が
大
連
や
塘

(注)上陸地はいずれも大阪。

活
を
出
港
す
る
前
の
段
階
で
収
容
所
の
中
や
連
行
途
上
で
死
亡
し

た
人
々
、
ま
た
帰
国
し
た
後
に
強
制
連
行
が
原
因
で
死
去
し
た
人

々
の
存
在
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
数
字
が
大
阪
へ
の
強

制
連
行
の
全
体
像
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
大
阪
側
の
公
的
な
一
次
資
料
と
し
て
は
、
近
刊
の
『
新
修
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大
阪
市
史
』
で
紹
介
さ
れ
た
新
居
知
事
の
引
継
文
書
(
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
在
阪
外
国
人
数
」

の
中
の
「
中
国
人
」
の
う
ち
「
本
国
人
」

一
、
三

O
O名、

「
台
湾
人
」
四
、
一
ニ
二
九
名
と
は
別
建
て
で
「
華
労
(
中
国
人
)

/¥ 

二
名
あ
り
た
る
も
終
戦
後
七
五
五
名
送
還

七
六
名
死
亡

現
在
一
名
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
府
が
通
常
の
中
国
人
と
は
異
な
る

範
障
の
も
と
で
、
被
連
行
者
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
に
は
築
港
へ
の
第
一
次
被
連
行
者
は
含
ま
れ
て
お

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
裏
付
け
る
一
次
資
料
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
大
阪
府
警
関
係
の
資
料
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
記
の
近
藤
「
覚

書
」
の
中
に
大
阪
府
警
察
部
作
成
の
「
華
人
労
務
者
検
挙
調
」
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
港
運
築
港
に
連
行
さ
れ
た
中
国
人
に
対
し
て

「
不
穏
分
子
の
検
挙
捜
査
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
に
は
被
逮
捕
者
の
中
の
四
名
分
の
資
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
に
と

でど
しま
かり
な 1

い官|。、J
=rr 
事
業
場
報
.fr.. 
1=1 

書
"= 

で
は

一
四
名
が
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
拘
留
さ
れ
た
と
あ
る
|
|
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の

こ
の
よ
う
に
一
次
資
料
に
関
し
て
は
、
な
お
聞
に
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
が
続
い
て
き
た
が
、
九
二
年
調
査
を
ふ
ま
え
て
九
四
年
八
月
、

大
阪
関
係
の

B
C級
裁
判
に
関
す
る
一
連
の
英
文
資
料
が
、
松
沢
哲
成
教
授
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
で
発
見
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
は
大
阪
へ
の
強
制
連
行
問
題
を
解
明
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
い
で
当
該
問
題
に
関
説
し
た
文
献
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
『
大
阪
港
史
』
で
は
、

「
山
東
苦
力
」

「
満
人
労
務
者
」

の
導
入
が
記
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
〔
昭
和
〕

一
九
年
に
は
北
支
・
中
支
の
方
面
よ
り
華
人
労
務
者
も
大
量
に
移
入
し
、
機
動
港
湾

移労
動務
配団
置を
す編
る成
もし
のた
で。

あこ
つれ
た?は
L_'-'各

地

配
属
せ
ず

日
本
港
運
業
会
が
労
務
担
当
者
と
な
り
、
各
港
の
必
要
に
応
じ
て
随
時
機
動
的
に

(
以
下
引
用
は
原
文
の
マ
マ
。

" 
〕
は
引
用
者
の
補
足
)
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
築
港
へ
の
第

一
次
連
行
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
富
山
県
の
伏
木
港
へ
連
行
さ
れ
た
中
国
人
の
一
部
が
大
阪
へ
一
時
的



に
配
置
さ
れ
た
事
実
を
示
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
と
は
い
え
、
逆
に
大
阪
の
四
事
業
場
か
ら
他
の
事
業
場
へ
移
動
し
た
例
は
今
の
と
こ

ろ
み
ら
れ
ず
、
必
ず
し
も
正
確
な
記
述
と
は
言
え
な
い
。
港
運
業
界
の
記
録
と
し
て
は
、
戦
時
統
制
下
の
業
界
の
状
況
を
詳
述
し
中
国

人
強
制
連
行
に
つ
い
て
も
断
片
的
な
が
ら
取
り
上
げ
た
『
日
本
港
湾
運
送
事
業
史
』
が
あ
る
。
本
書
の
中
で
は
「
半
島
か
ら
の
労
務
者

戦時期大阪への中国人強制連行

一
八
年
末
か
ら
満
鉄
を
通
じ
て
満
州
お
よ
び
中
国
か
ら
の
労
務
者
の
移
入
に
つ
い
て

は
、
日
本
港
運
業
会
も
、
移
入
事
務
の
推
進
な
ら
び
に
人
員
の
適
正
配
置
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
お
山
と
の
叙
述
が
目
を

ひ
く
。
そ
の
「
役
割
」
の
具
体
的
な
内
実
こ
そ
が
今
、
間
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
港
湾
労
働
事
情
・
労
働
運
動
を
述
べ
た
論
考

の
移
入
も
限
界
に
達
し
た
情
況
に
な
っ
た
の
で
、

で
は
、
大
阪
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
の
実
相
に
つ
い
て
は
分
析
が
届
い
て
い
な
い
。

最
後
に
当
事
者
の
証
言
に
つ
い
て
。
中
国
人
強
制
連
行
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
は
、
主
に
河
北
大
学
の
教
員
・
学
生
た
ち
に
よ
っ

て
、
花
岡
関
係
者
を
中
心
に
開
始
さ
れ
た
が
、
事
柄
の
性
質
上
、
花
岡
に
と
ど
ま
ら
ず
各
事
業
場
へ
連
行
さ
れ
た
人
々
へ
の
聞
き
取
り

へ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
v
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。
日
本
各
地
へ
の
被
連
行
者
の
証
言
集
で
あ
る
何
天
義
編
『
日
軍
槍

刺
下
的
中
国
労
工

中
国
労
工
在
日
本
』

(
新
華
出
版
社
、
北
京
、

一
九
九
五
年
〉
に
は
、
大
阪
築
港
四
名
、
藤
永
田
造
船

第
四
巻

所
一
名
の
証
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
国
側
の
活
動
と
連
動
し
な
が
ら
、
大
阪
の
地
で
こ
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
市
民

た
ち
は
、

一
方
で
訪
中
し
聞
き
取
り
調
査
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
他
方
九
四
年
一

O
月
に
は
生
存
者
二
名
を
大
阪
へ
招
聴
し
、
大
阪
港

の
現
場
等
で
証
言
を
き
く
集
い
を
開
催
し
て
き
た
。
九
五
年
八
月
段
階
で
は
、
な
お
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
資
料
も
含
め
て
、
合
計
一

六
名
の
大
阪
へ
の
被
連
行
者
の
貴
重
な
証
言
が
得
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
活
用
が
求
め
ら
れ
て
い
羽
山

以
上
の
よ
う
に
調
査
研
究
の
現
段
階
は
、

一
次
資
料
お
よ
び
先
行
研
究
が
な
お
限
定
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

5 

今
後
、
個
別
大
阪
の
事
例
の
検
討
を
、
中
国
人
強
制
連
行
全
体
の
問
題
に
関
わ
ら
せ
る
方
向
で
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、

ω港
湾
現
場
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へ
の
中
国
人
強
制
連
行
政
策
の
展
開
と
港
運
業
界
お
よ
び
個
別
企
業
の
活
動
の
解
明
、

ω強
制
連
行
の
経
緯
と
大
阪
に
お
け
る
労
働
と

生
活
の
実
態
の
解
明
、

ω統
制
経
済
下
の
大
阪
に
お
け
る
戦
時
労
働
力
動
員
の
実
情
と
大
阪
港
運
業
界
の
動
向
の
解
明
、
川
開
戦
後
に
お

け
る
当
該
問
題
の
処
理
の
解
明
、
と
い
っ
た
諸
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、

ωお
よ
び

ωに
関
わ
る

B
C級
裁
判
資
料
と
、

ωお
よ
び

ωに
関
わ
る
港
湾
へ
の
連
行
の
概
況
に

し
ぼ
っ
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

H 

B
C
級
戦
犯
裁
判
資
料
の
意
義
と
問
題
点

戦
後
の

B
C級
戦
犯
裁
判
ハ
横
浜
法
廷
〉
で
は
、
中
国
人
強
制
連
行
の
二
つ
の
事
業
場
に
関
し
て
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
秋

田
県
の
鹿
島
組
花
岡
出
張
所
と
日
本
港
運
業
会
大
阪
築
港
華
工
管
理
事
務
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
一
九
四
八
年
三
月
一

日
、
鹿
島
組
関
係
者
四
名
、
地
元
警
察
二
名
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
、
後
者
に
関
し
て
も
同
年
一

O
月
二
五
日
、
大
阪
府
警
警

部
補
・
幸
西
慶
一
に
懲
役
八
年
、
築
港
事
務
所
所
長
・
小
泉
時
一
に
懲
役
二
年
、
同
厚
生
科
長
・
武
内
実
に
懲
役
一
一
一
年
、
同
警
備
員

-
堀
江
政
一
に
懲
役
三
ヶ
月
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
企
業
と
警
察
の
現
場
担
当
者
だ
け
が
責
任
を
関
わ
れ
、
官
民
の

上
層
部
に
追
及
の
手
が
伸
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
き
て
後
者
の
裁
判
記
録
は
、
逮
捕
の
段
階
か
ら
宣
告
、
そ
し
て
第
八
軍
司
令
官
の

最
終
承
認
ま
で
、

一
応
整
っ
た
体
裁
を
示
し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
そ
の
全
体
偉
を
提
示
す
る
だ
け
の
力
量
が
な
い
が
、
そ
の
中
で
は

第
一
号
証
の
中
国
人
被
連
行
者
・
陳
修
身
の
陳
述
(
四
八
年
八
月
二
三
日
〉
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
陳
は
療
養
の
た
め
、
同
僚
た
ち

の
帰
国
後
も
な
お
日
本
に
と
ど
ま
り
、
結
果
的
に
貴
重
な
証
言
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
資
料
と
『
報

告
書
』
と
を
突
き
合
わ
せ
、

日
本
の
官
民
が
一
体
と
な
っ
て
《
虐
殺
か
く
し
》
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
事
実
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て



お
き
た
い
。

港
運
大
阪
築
港
の
『
事
業
場
報
告
書
』
に
は
、
あ
わ
せ
て
四
七
人
分
の
「
死
亡
診
断
書
緩
」
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
死
亡
原
因
を
み

司令ル}、

「
戦
災
に
よ
る
爆
創
死
」
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち

「
病
死
」

「
作
業
中
公
傷
」

で
「
病
死
」
と
認
定
さ
れ
た
人
々
に
関
し
て
み
て
み
よ
う
。
衰
朝
信
(
河
北
省
拓
城
県
出
身
、
三
五
歳
)
の
死
亡
診
断
書
は
「
衝
心
性

脚
気

昭
和
二

O
年
七
月
二
一
日
午
前
八
時
四

O
分

華
工
宿
舎
内
で
死
亡
」
と
な
っ
て
い
る
。
陳
修
身
の
証
言
を
き
こ
う
。

「
一
九

戦時期大阪への中国人強制連行

四
五
年
七
月
の
こ
と
で
す
。
中
国
人
労
工
の
一
人
、
衰
朝
信
が
、
空
襲
の
一
波
が
終
わ
っ
た
後
の
点
呼
に
遅
れ
ま
し
た
。
武
内
が
、
彼

の
頭
や
身
体
や
目
を
こ
ん
棒
で
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
殴
り
つ
け
た
の
で
、
案
は
気
絶
し
、
頭
や
両
目
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
卒
倒
し
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
彼
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
で
き
ご
と
を
一
部
始
終
、
宿
舎
の
窓
か
ら
目
撃
し
ま
し
た
。
」

次
に
、
斎
婆
印
(
陳
西
省
西
安
県
、
三
六
歳
)
の
死
亡
診
断
書
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
頭
蓋
骨
後
頭
部
打
撲
傷
兼
骨
折

作
業
中

昭
和
二

O
年
五
月
四
日
午
後

O
時
四

O
分

港
愛
病
院
内
で
死
亡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陳
修
身
陳
述
は
い
う

公
傷
|
|
「
一
九
四
五
年
五
月
四
日
頃
、
資
斐
印
は
あ
る
船
で
仕
事
を
し
て
い
て
、
デ
ッ
キ
の
便
所
に
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
つ

け
た
武
内
は
、

か
れ
の
頭
部
周
辺
を
こ
ん
棒
で
殴
り
は
じ
め
ま
し
た
。
粛
は
殴
打
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
後
ず
さ
り
せ
ざ
る
を
得
ず
、

船
倉
へ
墜
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
粛
は
頭
と
肋
骨
に
重
傷
を
負
い
、
宿
舎
に
運
ば
れ
て
数
時
間
後
に
は
息
を
ひ
き
と
り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
事
件
を
目
撃
し
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
が
宿
舎
に
運
ば
れ
て
き
た
と
こ
ろ
は
見
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
二
人

の
班
長
、
活
其
明
お
よ
び

O
〔
判
読
不
能
〕
か
ら
聞
い
た
の
で
す
。
」
な
お
こ
の
事
件
は
、
第
三
号
証
と
な
っ
た
雷
正
の
宣
誓
一
供
述
書

(
四
八
年
一
一
月
八
日
)
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
雷
は
、
同
日
の
武
内
の
船
上
で
の
暴
行
を
認
め
た
上
で
、
な
お
か
つ
「
資
受

7 

印
が
、
武
内
に
よ
る
〔
そ
の
場
で
の
〕
暴
行
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
〔
当
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
〕
病
気
中
に
武
内
に
よ
っ
て
労
働
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を
強
制
さ
れ
た
結
果
と
し
て
死
に
至
っ
た
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
現
場
で
の
虐
待
は
一
時
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

病
ん
で
い
た
中
国
人
被
連
行
者
を
無
理
や
り
働
か
せ
た
上
で
、
暴
行
を
加
え
、
使
い
捨
て
の
ご
と
く
に
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
が
暴
露

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
作
業
中
公
傷
」
と
は
ま
っ
た
く
の
虚
偽
で
あ
っ
た
。

嚢
朝
信
は
「
病
死
」
で
は
な
い
。
資
斐
印
は
「
作
業
中
公
傷
」
死
で
は
な
い
。
し
か
も
彼
ら
に
あ
っ
て
は
ー
ー
の
み
な
ら
ず
死
亡
し

た
四
七
人
の
多
く
が
そ
う
だ
が

l
l
「
右
証
明
候
也

昭
和

年

月

日

港
愛
病
院
医
師

物
部

馨
」
と
い
う
準
備
さ
れ
た
用

紙
に
、

ま
っ
た
く
機
械
的
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
亡
原
因
が
「
証
明
」
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
港
湾
労
働
者
の
生
命

を
守
る
べ
き
港
愛
病
院
は
、
権
力
や
企
業
と
癒
着
し
、
中
国
人
労
工
の
《
虐
殺
か
く
し
》
の
た
め
の
下
請
け
機
関
に
堕
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
処
遇
あ
る
い
は
事
実
の
隠
蔽
は
、
各
収
容
所
や
労
働
現
場
で
広
く
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
各
事
業
場

は
、
ま
さ
に
大
阪
築
港
の
よ
う
に
、
責
任
追
及
を
意
識
し
て
中
国
人
に
対
す
る
虐
待
を
覆
い
隠
す
『
報
告
書
』
を
作
成
し
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
『
事
業
場
報
告
書
』
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
し
た
『
外
務
省
報
告
書
』
を
無
自
覚
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
徹

底
し
た
批
判
的
観
点
を
も
っ
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
裁
判
資
料
や
生
存
者
の
証
言
等
と
突
き
合
わ
せ
、
全

体
の
立
体
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
戦
犯
裁
判
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
陳
修
身
陳
述
は
、
そ
の
際
大
き
な
意
義

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

だ
が
こ
の
点
に
関
わ
る
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
、

B
C
級
戦
犯
裁
判
の
過
程
そ
の
も
の
に
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
や
は
り
《
虐
殺
か
く
し
》
に
あ
っ
た
。
実
は
、

四
人
の
日
本
人
に
対
す
る
起
訴
段
階
で
は
、
陳
修

身
陳
述
を
含
む
各
書
証
が
あ
げ
る
諸
事
実
が
全
面
的
に
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
裁
判
の
冒
頭
で
、
検
察
側
は
ひ
と
た
び
は
罪
状
と
し
て

告
発
し
た
事
実
の
中
か
ら
、
一
一
一
も
の
項
目
の
取
下
げ
、
あ
る
い
は
部
分
削
除
を
提
起
し
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、



武
内
実
関
係
の
七
項
目
、
お
よ
び
小
泉
時
一
関
係
の
九
項
目
は
す
べ
て
虐
殺
に
関
わ
る
部
分
の
削
除
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

ハ
幸
西
慶
一
関
係
の
五
項
目
の
う
ち
の
一
項
目
も
同
趣
旨
〉
。

華
工
管
理
事
務
所
に
お
い
て
最
も
横
暴
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
厚
生
科
長
・
武
内
実
の
場
合
に
し
ぼ
っ
て
、
こ
の
〈
虐
殺
か
く
し

V
が

い
か
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
を
、
具
体
的
に
み
て
お
こ
う
。
検
察
側
の
提
案
と
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
|

l
①
「
空
襲
時
に
彼
ら

を
防
空
壕
へ
行
か
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
何
名
か
の
負
傷
者
や
死
者
を
出
し
た
」
と
い
う
内
容
を
含
む
起
訴
事
実
詳
細
三
の
取
り
下
げ
、

戦時期大阪への中国人強制連行

@
「
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
う
ち
約
四
六
人
の
死
亡
に
寄
与
し
た
」
と
い
う
語
句
の
削
除
ハ
詳
細
乙
、
@
「
そ
し
て
彼
〔
顔
孔
仁
〕

は
約
一

O
日
後
に
死
亡
し
た
」
と
い
う
語
句
の
削
除
〈
詳
細
ニ
C
)
、
④
「
〔
殴
打
が
〕
非
常
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
〔
段

美
〕
は
約
一

O
日
後
に
死
亡
し
た
」
と
い
う
語
句
の
削
除
(
詳
細
ニ
d
)
、
⑤
「
彼
(
費
斐
印
〉
は
数
時
間
後
に
死
に
至
っ
た
」
と
い

う
語
句
の
削
除
(
詳
細
二

e
〉
、
⑥
「
〔
殴
打
が
〕
非
常
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
〔
安
小
心
、
王
狗
申
〕
は
数
日
後
に
死

亡
し
た
」
と
い
う
語
句
の
削
除
ハ
詳
細
二

i
〉
、
⑦
「
そ
し
て
彼
ら
の
中
の
、
王
振
漢
を
含
む
何
名
か
の
死
亡
に
寄
与
し
た
」
と
い
う

語
句
の
削
除
ハ
詳
細
二
i
〉。

し
か
も
軍
事
委
員
会
で
の
審
理
の
記
録
は
、
こ
れ
ら
事
実
認
定
に
関
わ
る
決
定
的
に
重
要
な
項
目
の
削
除
が
、
そ
し
て
ま
た
「
適
当

で
合
理
的
と
考
え
る
よ
う
な
」
量
刑
判
決
の
提
案
ま
で
も
が
、
検
察
側
と
被
告
側
の
ア
メ
リ
カ
人
弁
護
士
団
お
よ
び
日
本
人
弁
護
士
団

と
の
協
議
の
上
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
陳
修
身
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
人
当
事
者
の
証
言
が
ま
っ
た

く
不
当
に
も
無
視
さ
れ
、
検
察
側
と
被
告
弁
護
団
と
の
合
作
に
よ
っ
て
、
判
決
直
前
に
虐
殺
責
任
が
免
罪
さ
れ
て
、
虐
待
責
任
の
み
に

よ
る
有
罪
判
決
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
所
に
相
当
す
る
軍
事
委
員
会
が
出
し
た
判
決
は
、
見
事
な

9 

ま
で
に
こ
れ
ら
の
提
案
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
責
任
の
追
及
は
終
止
符
を
打
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
《
虐
殺
か



10 

く
し
》
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
だ
推
測
の
域
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
軍
事
裁
判
が
G
H
Q
の
動
向
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
占
領
政
策
の
変
容
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

一
九
四
八
年
後
半
、
中
国
で
の
解
放

軍
の
勝
利
、
朝
鮮
半
島
で
の
南
北
分
断
の
固
定
化
と
い
う
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
も
と
で
、
対
日
占
領
政
策
が
「
民
主
化
」
政
策
か
ら
「
反

共
の
防
波
堤
」
と
し
て
の
再
建
政
策
へ
と
転
換
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
、
時
代
的
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

さ
て
一
一
一
年
刑
の
判
決
を
受
け
た
武
内
実
は
、
そ
の
後
保
釈
を
か
ち
得
て
、
再
び
大
阪
港
湾
荷
役
の
労
務
現
場
に
舞
い
一
り
、
中
谷

運
輸
の
労
務
担
当
幹
部
と
し
て
、
大
阪
港
に
お
け
る
港
湾
労
働
者
の
権
利
獲
得
運
動
に
真
っ
向
か
ら
敵
対
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、

清
算
さ
れ
ぬ
日
本
帝
国
主
義
の
連
続
性
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。

III 

港
湾
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
政
策
の
概
要

中
国
人
を
強
制
導
入
し
た
三
五
業
者
・
一
三
五
事
業
場
の
う
ち
、
港
湾
荷
役
関
係
は
一
業
者
(
日
本
港
運
業
会
)
・
一
二
事
業
場
で

あ
り
、
移
入
数
コ
一
八
、
九
三
五
人
の
な
か
で
六
、
。
九
九
人
(
一
五
・
九
%
)
を
占
め
て
い
る
。
土
木
建
築
あ
る
い
は
炭
鉱
関
係
に
く

ら
べ
て
な
お
全
体
状
況
が
明
確
で
な
い
の
で
、
以
下
で
は
港
湾
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
政
策
の
流
れ
を
、
ま
ず
は
大
づ
か
み
に
確
認
し

て
お
き
た
い
。

戦
時
体
制
に
お
い
て
は
、
通
常
貿
易
の
み
な
ら
ず
軍
事
上
の
観
点
か
ら
海
運
輸
送
力
の
高
度
化
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
こ
で
港
湾
運
送
業
界
は
、
国
家
総
動
員
法
に
も
と
づ
く
勅
令
「
港
湾
運
送
業
等
統
制
令
」

(
一
九
四
一
年
九
月
一
一
日
公

布
)
に
対
応
し
て
、

い
わ
ゆ
る
一
港
一
社
制
に
よ
る
各
港
で
の
一
元
的
運
営
機
構
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
と
と
も
に
、

四
三
年
二
月
に

は
中
央
団
体
と
し
て
日
本
港
運
業
会
を
設
立
し
、
港
湾
運
送
業
に
お
け
る
総
動
員
態
勢
の
確
立
を
は
か
つ
て
い
っ
た
。
こ
の
間
、

四
ニ



年
一
一
月
一

O
日
に
「
戦
時
港
湾
荷
役
力
の
緊
急
増
強
に
関
す
る
件
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、

「
港
湾
労
務
要
因
の
優
先
割
当
を
行
ふ
と

共
に
、
要
す
れ
ば
華
人
労
務
者
の
移
入
を
考
慮
す
る
こ
と
」
と
い
う
措
置
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
、

二
月

二
七
日
に
は
「
華
人
労
務
者
内
地
移
入
に
関
す
る
件
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
る
が
、
同
日
、
企
画
院
は
「
華
北
労
務
者
内
地
移
入
実
施
要

領
」
を
も
っ
て
、
荷
役
業
と
炭
鉱
業
に
そ
れ
ぞ
れ
第
一
陣
と
し
て
五

O
O名
を
投
入
す
る
計
画
を
示
し
た
。
同
要
領
で
は
、
荷
役
業
の

場
合
、

「
華
北
運
輸
会
社
に
於
て
訓
練
せ
る
者
を
根
幹
と
し
編
成
せ
し
む
」
と
い
う
「
供
出
方
法
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
四

戦時期大阪への中国人強制連行

二
年
末
か
ら
四
三
年
初
頭
に
か
け
て
関
係
業
界
・
関
係
官
庁
の
代
表
よ
り
な
る
華
北
労
働
事
情
視
察
旅
行
に
は
、
逓
信
省
海
務
院
の
事

務
官
と
日
本
港
運
業
会
の
労
務
担
当
者
さ
ら
に
日
本
通
運
や
伏
木
海
陸
運
送
な
ど
企
業
の
担
当
者
が
参
加
し
た
。
華
北
運
輸
は
、
港
湾

関
係
の
業
務
を
偽
「
満
州
」
の
福
昌
華
工
か
ら
引
き
継
い
で
お
り
、
労
働
者
の
調
達
は
巧
妙
で
あ
っ
た
。
伏
木
港
へ
の
導
入
は
年
末
に

内
定
し
、
華
北
運
輸
は
四
三
年
三
月
末
に
二
二
二
人
(
う
ち
一
人
船
内
死
亡
)
の
中
国
人
を
伏
木
へ
向
け
て
「
供
出
」
し
た
。
中
国
人

強
制
連
行
の
第
一
陣
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
官
民
合
同
で
実
現
し
た
の
で
あ
一
明
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
判
断
し
て
、
土
木
、
鉱
山
、
石

炭
業
界
と
同
じ
く
、
港
運
業
界
も
ま
た
利
益
団
体
と
し
て
中
国
人
の
導
入
を
官
庁
に
要
請
し
て
い
る
可
能
性
は
強
い
が
、
そ
の
検
討
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

四
四
年
二
月
二
八
日
の
次
官
会
議
決
定
「
華
人
労
務
者
内
地
移
入
の
促
進
に
関
す
る
件
」
に
対
応
す
る
の
が
、
翌
日
の
「
海
上
輸
送

力
非
常
動
員
措
置
実
施
方
針
要
領
」
で
あ
っ
た
。

「
決
戦
段
階
に
即
応
す
べ
き
戦
力
」
の
死
守
確
保
と
い
う
状
況
認
識
に
基
づ
い
て
策

定
さ
れ
た
こ
の
方
針
は
、

「
主
要
港
湾
荷
役
力
の
非
常
増
強
」
を
叫
ぶ
が
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
実
施
可
能
な
の
か
。
実
の
と
こ
ろ

「
増
強
は
主
と
し
て
労
務
配
置
の
増
強
等
人
的
措
置
に
依
り
之
を
行
う
」
以
外
に
手
だ
て
は
あ
り
得
ず
、
「
鮮
船
田
転
率
の
向
上
」
「
夜

11 

間
荷
役
の
強
化
」
な
ど
と
な
ら
ん
で
決
定
的
に
重
要
な
方
策
は
「
所
要
労
務
者
の
絶
対
的
確
保
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
実
態
と
は
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「
勤
労
報
国
隊
の
活
用
」
と
「
華
人
労
務
者
の
緊
急
移
入
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
要
領
は
「
昭
和
一
九
年
三
月
及
四
月

を
海
上
輸
送
力
非
常
動
員
期
間
と
し
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
四
四
年
三
月
に
は
広
島
へ
、
四
月
に
は
伏
木
、
大
阪
築
港
、

門
司
、
神
戸
の
各
港
湾
荷
役
現
場
へ
中
国
人
労
働
力
の
強
制
連
行
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
四
年
も
後
半
に
入
る
と
、
六
月
に
は
華
北
九
七
月
に
は
上
海
へ
、

八
月
に
は
札
幌
(
東
日
本
造
船
か
ら
の
斡
旋
を
受
け
る
た

め、J
'̂-、

一
O
月
に
は
華
北
へ
、

一
二
月
に
は
上
海
へ
、
と
い
う
よ
う
に
、

ほ
ぽ
二
ヶ
月
に
一
回
の
割
合
で
、
運
輸
省
海
運
総
局
の
担

当
者
と
日
本
港
運
業
会
の
労
務
担
当
者
が
中
国
人
労
働
者
の
調
達
の
た
め
に
出
張
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
官
民
一
体
で
強
制
連
行
を
実

現
し
て
い
っ
た
構
造
が
う
か
が
え
る
。
か
く
し
て
四
四
年
度
に
は
「
北
、
中
支
及
び
満
州
よ
り
内
地
に
至
る
華
工
の
海
上
輸
送
回
数
実

に
一
九
回
に
及
び
」

「
移
入
計
画
五
、
五

O
O名
の
と
こ
ろ
克
く
五
、
四
五
五
名
を
移
入
し
更
に
函
館
東
日
本
造
船
株
式
会
社
よ
り
の

転
換
に
依
り
四

O
二
名
を
得
合
計
五
、
八
五
七
名
を
獲
得
す
る
を
得
た
り
」
と
い
う
形
で
連
行
が
拡
大
し
た
。
こ
の
間
、
四
四
年
九
月

に
は
二
二
六
万
余
円
、
四
五
年
一
月
に
は
三
八

O
万
余
円
の
国
家
補
助
が
、
中
国
人
を
使
役
す
る
港
湾
荷
役
業
者
に
交
付
さ
れ
て
い
る
。

で
は
こ
う
し
た
全
体
的
な
動
向
は
、
大
阪
で
は
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
た
の
か
。
戦
時
体
制
下
で
の
港
湾
運
送
業
の
統
合
の
流
れ

に
対
応
し
て
、
大
阪
で
も
港
湾
荷
役
作
業
会
社
の
統
合
が
は
か
ら
れ
た
。
原
則
と
し
て
は
、

一
港
一
社
で
あ
っ
た
が
、
最
大
港
た
る
大

阪
だ
け
は
、
港
運
、
石
炭
運
送
、
河
川
運
送
の
三
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
四
二
年
一
二
月
に
大
阪
港
運
会
社
が
設
立
さ
れ
、

石
炭
以
外
の
港
湾
荷
役
の
請
負
と
鮮
回
漕
の
直
営
を
担
当
し
た
。
こ
の
大
阪
港
運
に
は
、
子
会
社
と
し
て
、
石
炭
以
外
の
す
べ
て
の
船

内
荷
役
の
下
請
け
を
実
施
担
当
す
る
大
阪
船
舶
荷
役
会
社
と
、
石
炭
以
外
の
す
べ
て
の
沿
岸
荷
役
を
引
き
受
け
る
大
阪
沿
岸
荷
役
統
制

組
合
が
組
織
さ
れ
た
。
石
炭
に
関
し
て
は
、
港
湾
荷
役
一
切
を
一
貫
し
て
請
け
負
う
大
阪
港
石
炭
荷
役
会
社
が
別
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
若
干
系
統
の
異
な
る
も
の
と
し
て
大
阪
港
付
近
の
陸
地
間
の
水
上
輸
送
を
請
け
負
う
大
阪
河
川
運
送
会
社
が
あ
っ
た
。



大
阪
に
強
制
連
行
さ
れ
た
中
国
人
が
働
い
た
事
業
場
は
、
藤
永
田
造
船
所
を
別
に
す
れ
ば
、

い
ず
れ
も
港
湾
荷
役
の
現
場
で
あ
る
が
、

築
港
の
場
合
は
大
阪
船
舶
荷
役
、
川
口
の
場
合
は
大
阪
沿
岸
荷
役
、
そ
し
て
安
治
川
の
場
合
は
大
阪
港
石
炭
荷
役
と
な
っ
て
お
り
、
見

事
に
三
つ
の
系
列
の
港
湾
荷
役
に
分
散
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
川
口
の
『
事
業
場
報
告
書
』
に
の
み
「
事
業
場
内
華

労
配
置
職
場
」
欄
に
「
共
進
組
、
上
組
、
前
回
組
、
桑
名
組
、
高
島
組
(
以
上
、
業
務
内
容
は
沿
岸
荷
役
〉
、
日
本
倉
庫
統
制
会
大
阪

築
港
現
業
所
、
日
本
倉
庫
統
制
会
大
阪
川
口
現
業
所
(
以
上
、
倉
庫
業
)
、
日
本
通
運
株
式
会
社
中
央
市
場
(
鉄
道
運
送
業
)
」
と
、
具

戦時期大阪への中国人強制連行

体
的
な
会
社
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
築
港
お
よ
び
安
治
川
の
『
事
業
場
報
告
書
』
に
は
、
こ
う
し
た
企
業
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

実
際
の
使
用
者
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
日
本
港
運
業
会
と
い
う
一
元
的
体
制
の
下
で
、
個
別
企
業
の
顔
が
見
え
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
巧
妙
な
連
行
形
態
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。

こ
う
し
た
港
湾
現
場
へ
の
中
国
人
強
制
連
行
政
策
の
大
き
な
流
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
各
港
に
お
け
る
労
務
管
理
の
具
体
的
な
実
相

を
解
明
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
次
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
般
に
港
湾
労
働
の
波
動
性
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
港

湾
荷
役
は
、
日
に
よ
り
月
に
よ
っ
て
需
要
に
大
き
な
変
動
が
あ
り
、
常
雇
い
の
み
な
ら
ず
多
く
の
日
雇
い
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
戦
争
末
期
、
日
雇
一
い
は
も
と
よ
り
常
雇
い
も
枯
渇
し
て
い
く
。
勤
労
報
国
隊
だ
け
で
は
労
働
力
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
こ

に
外
国
人
労
働
者
を
求
め
る
現
場
企
業
側
の
根
拠
が
存
在
し
た
。
中
国
人
強
制
連
行
の
場
合
、
そ
の
特
徴
は
、
ま
と
ま
っ
た
数
の
労
働

力
を
確
実
に
把
握
で
き
る
点
、
波
動
性
に
あ
わ
せ
て
意
の
ま
ま
の
作
業
現
場
に
投
入
で
き
る
点
(
船
内
荷
役
の
み
な
ら
ず
沿
岸
荷
役
に

も
、
さ
ら
に
は
戦
況
悪
化
に
伴
っ
て
港
湾
以
外
の
一
般
工
場
に
労
働
力
を
斡
旋
す
る
こ
と
さ
え
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
大
阪
へ
の
被
連
行

者
の
証
言
に
詳
し
い
〉
、
民
族
差
別
に
基
づ
く
無
権
利
状
態
で
の
徹
底
的
な
搾
取
が
可
能
で
あ
っ
た
点
、
さ
ら
に
国
家
か
ら
の
莫
大
な

13 

補
助
金
を
獲
得
し
得
た
点
、
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
港
運
業
会
に
加
盟
す
る
各
企
業
に
す
れ
ば
、
い
く
つ
も
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
魅
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力
あ
る
」
労
働
力
の
存
在
形
態
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、

B
C級
戦
犯
裁
判
資
料
の
存
在
お
よ
び
港
湾
荷
役
へ
の
強
制
連
行
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
て
、
若
干
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た

が
、
戦
後
半
世
紀
を
刻
む
現
時
点
で
の
、
予
備
的
な
段
階
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
。
大
阪
の
場
合
、
こ
の
他
に
も
、
築
港
管
理
事
務

所
で
展
開
さ
れ
た
組
織
的
な
反
飢
餓
・
就
労
拒
否
の
闘
争
と
弾
圧
、
米
軍
の
大
阪
空
襲
に
よ
る
惨
事
、
等
々
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
築

港
の
第
一
次
連
行
に
つ
い
て
は
『
事
業
場
報
告
書
』
は
一
切
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
第
二
次
の
被
連
行
者
も
第
一
次
の
存
在
を
知
ら
な
い
と

-e

、o
t
L
 

い
う
不
可
思
議
な
問
題
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
第
一
節
の
末
尾
に
記
し
た
諸
課
題
の
一
層
の
解
明
を
す
す
め
て
ゆ
き

(
一
九
九
五
年
八
月
一
一
一
一
日
〉

注
(
1〉

一
九
人
七
年
、
四
四
一
頁
。

『
大
阪
社
会
労
働
運
動
史
』
第
三
巻
、
大
阪
社
会

ハ
2
)

田
中
宏
他
編
『
資
料
中
国
人
強
制
連
行
』
明
石
書
席
、

運
動
協
会
、
一
九
八
七
年
、
一
一
五
二

1
三
頁
。

大
阪
に
お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
「
大
阪
・
中
国
人
強
制
連
行
を
ほ
り
お
こ
す
会
」
〈
九
四
年
七
月
結
成
)
の
活
動
記
録
、
お
よ
び

棲
井
秀
一
報
告
「
捲
掘
被
埋
没
的
歴
史
|
|
闘
於
大
阪
的
中
国
労
工
問
題
」
日
箪
侵
華
暴
行
学
術
研
討
会
ハ
中
国
・
石
家
庄
、
一
九
九
五

年
八
月
一
八
日
〉
を
み
よ
。

『
外
務
省
報
告
書
』
の
全
部
お
よ
び
調
査
員
一
六
名
中
一
一
名
の
「
覚
書
」
が
、
田
中
宏
・
松
沢
哲
成
編
『
中
国
人
強
制
連
行
資
料
』
現

代
書
館
、
一
九
九
五
年
、
に
復
刻
さ
れ
た
。
『
外
務
省
報
告
書
』
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
松
沢
両
氏
の
解
説
の
ほ
か
、

N
H
K
取

材
班
『
幻
の
外
務
省
報
告
書
』

N
H
K
出
版
、
一
九
九
四
年
を
み
よ
。
『
報
告
書
』
批
判
と
し
て
は
、
猪
八
戒
「
中
国
人
強
制
連
行
が
積

み
残
し
た
課
題
」
、
戦
争
犠
牲
者
を
心
に
刻
む
南
京
集
会
編
『
中
国
人
強
制
連
行
』
東
方
出
版
、
一
九
九
五
年
、
所
収
、
が
根
底
的
で
あ

る。

ハ
3
)
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)

 

『
新
修
大
阪
市
史
』
第
七
巻
、
大
阪
市
、
一
九
九
四
年
、
六
六
三
頁
。
執
筆
・
小
山
仁
示
。
小
山
教
授
の
ご
教
示
を
受
け
た
。

一
九
九
四
年
一

O
月
生
存
者
二
名
〈
う
ち
停
寿
亭
さ
ん
は
こ
の
四
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
四
五
年
四
月
か
ら
敗
戦
直
後
ま
で
大
阪
府

警
に
拘
束
さ
れ
て
拷
聞
を
受
け
た
当
事
者
で
あ
る
)
が
五

O
年
ぶ
り
に
大
阪
へ
来
ら
れ
た
際
に
、
大
阪
府
企
画
調
整
部
国
際
室
人
権
平
和

室
を
通
じ
て
大
阪
府
に
対
し
て
、
関
係
資
料
の
開
示
を
要
請
さ
れ
た
。
府
の
誠
実
な
対
応
が
期
待
さ
れ
る
。

本
稿
ー
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
調
査
を
実
施
・
分
析
し
た
「
中
国
人
強
制
連
行
を
考
え
る
会
」
お
よ
び
「
大
阪
・
中
国
人
強
制
連
行
を
ほ
り

お
こ
す
会
」
の
諸
会
員
、
と
り
わ
け
棲
井
秀
一
、
堀
田
昌
樹
、
堀
田
三
紀
子
、
松
沢
哲
成
、
猪
八
戒
の
各
氏
に
資
料
面
は
も
と
よ
り
、
内

容
分
析
に
お
い
て
も
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
た
い
。

『
大
阪
港
史
』
大
阪
市
港
湾
局
、
第
二
巻
(
一
九
六
一
年
〉
六
一
五
頁
、
第
三
巻
ハ
一
九
六
四
年
〉
六
八
頁
以
下
。

日
本
港
運
協
会
編
『
日
本
港
湾
運
送
事
業
史
』
日
本
港
運
協
会
、
一
九
六
七
年
、
六
六

O
頁。

た
と
え
ば
喜
多
村
昌
次
郎
「
第
2
次
世
界
大
戦
下
の
港
湾
労
働
」
『
港
湾
労
働
経
済
研
究
』
第
八
号
、
一
九
八
四
年
。
全
日
本
港
湾
労
働

組
合
編
『
全
港
湾
運
動
史
』
第
一
巻
、
労
働
旬
報
社
、
一
九
七
二
年
。

こ
の
う
ち
、
前
掲
『
中
国
人
強
制
連
行
』
の
中
に
は
、
築
港
へ
の
被
連
行
者
一

O
人
の
証
言
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
日
本
人
側
の
当

時
の
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
は
ま
だ
果
た
せ
て
い
な
い
。

以
下
の
裁
判
資
料
は
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
問
。

zu・
わ
目
印
刊
誌
ω
怠・
1

『
怠
∞
・
よ
り
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
G
H
Q
の
参
謀
第
二
部
所
属
の
特
別
調
査
官
で
あ
っ
た
シ
ン
プ
ソ
ン
氏
の
証
言
を
参
照
の
こ
と
。
前
掲
『
幻
の

外
務
省
報
告
書
』
一
九
一
頁
以
下
。

平
井
正
治
民
(
元
全
港
湾
大
阪
港
支
部
副
委
員
長
〉
の
証
言
。

前
掲
『
日
本
港
湾
運
送
事
業
史
』
、
野
木
崇
行
「
華
北
労
働
事
情
視
察
報
告
書
」
の
国
ρ¥ω
わ
〉
司
宮
口
N
N
・同
N
o
-
-

ロ
・
所
収
。

『
昭
和
一
九
年
公
文
雑
纂
厚
生
省
巻
六
五
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

日
本
港
運
業
会
「
昭
和
一
九
年
度
華
工
移
入
誌
に
管
理
概
況
」
の
問
。
¥ω
わ
〉
司
宮
口
N
M
・
問
。
-
ニ
∞
・
所
収
。
猪
、
前
掲
論
文
も
参
照
。

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
本
邦
港
湾
労
働
事
情
』
一
九
五
三
年
。
前
掲
『
大
阪
港
史
』
第
二
巻
。
郵
政
省
編
『
戦
時
海
事
行

政
史
』
日
本
海
事
振
興
会
、
一
九
六
三
年
。

(
6
)
 

(
7〉

(

8

)

 

ハ
9
)

(

叩

)

(

日

)
ハ
ロ
)

(

臼

〉

(

M

)

 

(

日

)

(

日

山

)

ハロ〉



16 

*
本
稿
は
一
九
九
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
ハ
一
般
研
究
〉
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
文
学
部
助
教
授
〉


